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河川整備計画変更の必要性を確認

事業再評価
（事後評価）

河川整備計画変更の検討
が必要な場合

河川整備計画の点検

・流域の社会情勢の変化・地域の意向・事業の進捗状況
・事業の進捗の見通し・河川整備に関する新たな視点

1.点検は、事業再評価の実施時期等を勘案して実施
2.必要に応じて河川に関し学識経験を有する者の意見を聴く
3.手続きは、変更の内容に応じて、策定時に比べて迅速化、簡素化を図など適切に行う

河川整備計画フォローアップ委員会

河川整備計画の点検 事
業
評
価
監
視
委
員
会

※「河川整備計画の点検及び変更について」 H25.2.25付より

（令和２年度より設置） 報
告

河川整備計画有識者会議

河川整備計画の検討
（河川整備計画の変更検討時に開催）

河川整備計画に基づく河川及びダム事業の事業再評価（事後評価）についてはフォローアップ委
員会で審議を行い、その結果を事業評価監視委員会の中で報告する。なお、砂防事業については従
来どおり事業評価監視委員会で審議を実施。

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領
第６ 事業評価監視委員会
６ 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱

河川事業、ダム事業について、河川整備計画策定後、計画
内容の点検のために学識経験者等から構成される委員会等
が設置されている場合は、事業評価監視委員会に代えて当
該委員会で審議を行うものとする。

河川及びダム事業の事後評価実施要領細目
第６ 事業評価監視委員会等

実施要領第６の５の規定に基づいて審議が行われた場
合には、その結果を事業評価監視委員会に報告するもの
とする。

河川及びダム事業の事後評価実施要領
第６ 事業評価監視委員会
５ 河川事業及び「ダム等の管理に係るフォローアップ制

度」の対象とならないダム事業については、河川整備計
画策定後、計画内容の点検のために、学識経験者等から
構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価
監視委員会に代えて、当該委員会において審議を行うも
のとする。

実施要領第4の１(4)又は第6の6の規定に基づいて審議が
行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告
するものとする。

河川及びダム事業の再評価実施要領細目
第６ 事業評価監視委員会

※河川整備計画変更に伴う事業再評価はフォローアップ委員会の中で実施。

河川事業の事業評価について

変更となった場合※

再評価

事後評価
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事業の審議状況

■利根川水系霞ヶ浦河川整備計画フォローアップ委員会
令和３年１０月６日（水）

委員：筑波大学 武若委員長、東京工業大学 木内委員、茨城大学 黒田委員、
かすみがうら市歴史博物館館長 千葉委員、筑波大学 堤委員、
国立研究開発法人国立環境研究所 西廣委員、筑波大学 福島委員

①常陸利根川直轄河川改修事業 再評価

・事業継続について了解
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②利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦環境整備） 再評価

・事業継続について了解

■鶴見川流域水委員会
令和３年１０月１３日（水）

委員：東京大学 虫明委員長、岩手大学 飯田委員、星槎大学 和泉委員、東京工業大学 鼎委員、
慶應義塾大学 岸委員、日本大学 岸井委員、東北電力（株）顧問 久保田委員、
（株）エクセルギー代表 黒岩委員、北海道大学 越澤委員、日本大学 手塚委員、
東京都市大学 長岡委員、東京都立大学 中林委員、鶴見歴史の会会員 齊藤委員、
（株）神奈川新聞社 波多野委員、横浜商工会議所 福田委員、東京大学 古米委員、
国士館大学 山坂委員、中央大学 山田委員

河川事業、ダム事業について、河川整備計画策定後、計画内容の点検のために学識経験者等から構成される委員会等が設置されている
場合は、事業評価監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。（※国土交通省公共事業の再評価実施要領より）

③鶴見川直轄河川改修事業 再評価

・事業継続について了解

④鶴見川総合水系環境整備事業 再評価

・事業継続について了解



常陸利根川直轄河川改修事業

５.事業の効果等

４.事業の進捗状況等

６．事業の投資効率性

７．対応方針（案）

出島地点及び白浜地先において、戦後最大洪水である平成３年１０月
洪水と同規模の洪水が発生しても災害の発生の防止又は軽減することを
目標としている。（※平成２８年２月 利根川水系霞ヶ浦河川整備計画）

３．位置図

１．目 的

２．事業概要

事業概要：築堤、堤防強化（波浪対策）、水防拠点、情報通信設備、
常陸川水門（耐震） 等

事業期間：平成２８年～令和２７年
全体事業費：約２９９億円（前回２９９億円）

当該事業を完了することによって、出島地点及び白浜地先において、

戦後最大洪水である平成３年１０月洪水と同規模の洪水が発生しても災
害の発生の防止又は軽減を図ることが出来る。

当該事業は、現段階においても、その事業の必要性は変わっておらず、
引き続き事業を継続することが妥当と考える。

【全体事業】 【残事業】
（前回） （今回）
総便益Ｂ：約６１４億 総便益Ｂ：約６８０億 総便益Ｂ：約６３９億
総費用Ｃ：約１７７億 総費用Ｃ：約２１２億 総費用Ｃ：約１４９億
Ｂ／Ｃ＝３．４ Ｂ／Ｃ＝３．２ Ｂ／Ｃ＝４．２

・潮来市釜谷地先で堤防整備を実施しており、引き続き進めているところ。

・潮来市下田地先等で波浪対策を実施。

②波浪対策

（潮来市下田地先）

3

①堤防整備

（潮来市釜谷地先）

※Ｂ，Ｃ：現在価値化後

（令和３年３月末時点）

いたこし かまや いたこし しただ

でじま しらはま

でじま しらはま

いたこし かまや

いたこし しただ

茨城県

小美玉市石岡市

土浦市

阿見町

美浦村

稲敷市

香取市

神栖市

潮来市

行方市

鹿嶋市

鉾田市

出島

白浜

波浪対策
下田地区

栃木県群馬県



鶴見川直轄河川改修事業
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５.事業の効果等

４.事業の進捗状況等

６．事業の投資効率性

７．対応方針（案）

戦後最大降雨である昭和３３年９月狩野川台風相当の洪水流量を
安全に流下させることを目標としている。（※平成１９年３月 鶴見川
水系河川整備計画）

３．位置図

１．目 的

２．事業概要

当該事業を完了することによって、戦後最大降雨である昭和３３年９月
狩野川台風相当の洪水流量を安全に流下させることが出来る。

当該事業は、現段階において、災害の発生の防止又は軽減を図る目的
における必要性はますます高まっており、引き続き事業を継続すること
が妥当と考える。

【全体事業】 【残事業】
（前回） （今回）
総便益Ｂ：約３，５７１億 総便益Ｂ：約３，８９７億 総便益Ｂ：約７１６億
総費用Ｃ：約５３５億 総費用Ｃ：約６９５億 総費用Ｃ：約２０４億
Ｂ／Ｃ＝６．６ Ｂ／Ｃ＝５．６ Ｂ／Ｃ＝３．５

事業概要：築堤、河道断面の確保対策、浸透対策、堤防耐震対策、
深掘れ対策、遊水地の土壌汚染対策、防災対策 等

事業期間：平成１９年～令和１８年
全体事業費：約６３３億円（前回６３３億円）

①河道断面の確保対策

（横浜市鶴見区下野谷町地先）

横浜市鶴見区下野谷町地先等で河道断面の確保対策、横浜市鶴見区

下末吉地先等で深掘れ対策、横浜市鶴見区元宮地先等で耐震対策を実
施。

②深掘れ対策

（横浜市鶴見区下末吉地先）

③耐震対策

（横浜市鶴見区元宮地先）

※Ｂ，Ｃ：現在価値化後

（令和３年３月末時点）

しも すえ よし

した の や ちょう

したのやちょう

しもすえよし

もとみや

もと みや

河道断面の確保対策
下野谷町地先

深掘れ対策
下末吉地先

耐震対策
元宮地先



利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦環境整備）
１．目 的

【水環境】〈霞ヶ浦〉
湖沼水質保全計画で定められた目標水質を達成するため水質改善

【自然再生】〈霞ヶ浦〉
固有の湖岸植生帯の保全・再生及び水域の連続性確保に向けて、魚類

の遡上・降下環境の改善
【水辺整備】〈霞ヶ浦〉
人と湖沼との豊かなふれあいの確保に向けて、地方公共団体の地域計画
との整合を図り、自然環境の保全を考慮した誰もが親しみやすい水辺空
間の整備

５．事業の効果等

６．事業の投資効率性

３．位置図

７．対応方針（案）

当該事業は、霞ヶ浦の水質を改善し、豊かな自然を再生するとともに、
誰もが安全かつ容易にふれあうことのできる水辺空間を確保する観点か
ら、事業の必要性が高く、引き続き事業を継続することが妥当と考える。

２．事業概要

【全体事業】 ※Ｂ，Ｃ：現在価値化後
（前回） （今回）
総便益Ｂ ： 約9,484億円 総便益B ： 約12,485億円
総費用Ｃ ： 約2,718億円 総費用C ： 約3,734億円
Ｂ／Ｃ ： 3.5 Ｂ／Ｃ ： 3.3

【水環境】 霞ヶ浦の水質が改善される
【自然再生】 固有の湖岸植生帯が保全・再生される。また、水域の連続性が確
保され魚類の遡上・降下環境の改善される。

【水辺整備】 誰もが親しみやすい水辺環境が整備され、利用者数が増加。

霞ヶ浦（西浦） 霞ヶ浦（北浦）

４．事業の進捗状況等

ブロックマット

張芝

側帯

（国交省で整備） 湖岸堤防

堤脚水路

上面利用

2m以上

確保

霞
ヶ
浦側帯

休憩施設などの設置が
可能となるスペースを整備 サイクリング等の利用

リバースポット盛土による利用スペースの整備

今回報告案件のみ記載
【水辺整備】：霞ヶ浦水辺整備
R３年３月に登録された「つくば霞ヶ浦りんりんロードかわまちづくり計画」に基
づいた整備として、地域のニーズを踏まえ、水辺空間の利用しやすさや、サイ
クリングロード利用の利便性を向上するため、側帯盛土による利用スペース
の整備（５箇所）を、R４年度から事業着手し、R９年度の整備完了を目指す。

整備前 サイクリングロードイメージ図整備後

日陰やトイレ・休憩施設等が不足し、
観光やサイクリング等の水辺空間
有効利用の支障となっている。

事業凡例

継続

完了（H22）

継続（新規）

【水辺整備】
Ⅵ.霞ヶ浦水辺整備 （新規）

【水辺整備】
Ⅳ.天王崎地区

【自然再生】Ⅲ.常陸川水門

【水環境】Ⅰ.水質改善

【水辺整備】
Ⅴ.阿見地区

【自然再生】
Ⅱ.田村・沖宿・戸崎地区

5

事業概要：【水環境】 底泥浚渫、浚渫土処理
【自然再生】植生帯の保全再生、常陸川水門魚道整備
【水辺整備】緩傾斜堤防、養浜工、離岸堤工、ﾘﾊﾞｰｽﾎﾟｯﾄ整備等

事業期間：【水環境】昭和50年度～令和4年度
【自然再生】平成11年度～令和4年度
【水辺整備】平成17年度～令和9年度（前回：令和2年度まで）

全体事業費：約1,528億円（前回：約1,518億円）



町田市

横浜市

干潟

湿地

湿地

多孔質構造

事業概要：【自然再生】エコロード設置、 干潟整備、
多孔質構造の整備、湿地環境整備

【水辺整備】階段、スロープ、川の一里塚整備、水辺の広場整備
事業期間：【自然再生】平成18年度～令和12年度（前回：令和9年度まで）

【水辺整備】平成18年度～令和11年度（前回：令和9年度まで）
全体事業費：約17億円（前回：約15億円）

鶴見川総合水系環境整備事業
１．目 的

【自然再生】〈鶴見川〉
過去に見られた特徴的な動植物の生息・生育・繫殖環境（干潟、湿地等）
の各機能を確保するための拠点を整備し、浅場・水際環境の整備により
連続性を確保することで、鶴見川の生息種を保全・再生。

【水辺整備】〈鶴見川〉
地域活性化や河川での環境学習、自然体験活動等に資する、まちづくり
と一体となった水辺の整備・利活用計画が策定された箇所において、活
動目的に合わせて誰もが安全かつ容易に水辺に近づける魅力ある水辺
空間の整備を実施。

５．事業の効果等

６．事業の投資効率性

３．位置図

７．対応方針（案）

当該事業は、水辺の生物の生息・生育・繁殖環境や、誰もが安全かつ容易
にふれあうことのできる水辺空間を確保するために、引き続き事業を継続する
ことが妥当と考える。

２．事業概要

●自然再生
・生物生息環境改善実験事業は完了。
・自然再生事業について、湿地環境整備
は完了、干潟等の保全・再生、整備を進め
る。
なお、治水上において干潟等の整備が

困難な場所においても生物の生息・生育・
繁殖環境を確保するため、水際の多孔質
護岸の整備（６箇所）を行う。

【全体事業】 ※Ｂ，Ｃ：現在価値化後
（前回） （今回）
総便益Ｂ ： 約887億円 総便益Ｂ ： 約795億円
総費用Ｃ ： 約16億円 総費用Ｃ ： 約24億円
Ｂ／Ｃ ： 53.5 Ｂ／Ｃ ： 33.1

【自然再生】多様な生物の生息環境が改善される
【水辺整備】水系全体における年間利用者総数の
平均値が水辺整備事業の開始前後で比較すると
増加している。

４．事業の進捗状況等

【自然再生】
Ⅱ.鶴見川流域自然再生事業

【自然再生】
Ⅰ. 鶴見川生物生息環境改善実験事業

事業凡例

完了（H28）

継続（変更）

0

100

200

300

400

500

H4 H5 H9 H12 H15 H18 H21 H26 R1

水辺整備開始年度利用者数（万人）

鶴見川水系全体における年間利用者総数（推計）
出典：河川空間利用実態調査

●水辺整備
誰もが安全かつ容易に水辺に

近づける魅力ある水辺空間を整
備するため、「階段、スロープ、川
の一里塚、水辺の広場」の整備
を実施している。また、Ｈ３０年３
月に登録された「鶴見川かわまち
づくり計画」に基づき、階段の整
備（２箇所）を行う。

●自然再生 多孔質構造のイメージ

●水辺整備 安全かつ容易に水辺に近づける整備
・子どもや車いすの方
でも安全に移動できる

・安全に水辺に近づける階段の設置

スロープの設置

坂路がなく堤防が急勾配

水際が切り立ってアクセスしにくい

【整備前】 【整備後】

多孔質パネルを設置することにより隙
間があり、生息場の確保が可能

【水辺整備】

Ⅲ.鶴見川ふれあい施設整備事業
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